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	１.当市のネットワーク環境について
[bookmark: _Hlk219981472]必要なネットワーク速度が確保できていない学校の割合について、令和７年度に学校のインターネット保守業者へ委託し、実施したインターネット速度調査により、国が示している「当面の推奨帯域」を満たしており、インターネットの速度を確保できている学校が14校中11校。当面の推奨帯域を満たしておらず、インターネットの速度を確保できていない学校が３校という現状である。よって、インターネットの速度を確保できている学校の割合は全体の78.6％、インターネット速度を確保できていない学校の割合は21.4％となっている。
２.必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
(１)ネットワークアセスメントによる課題特定
　令和６年度に市内１校でネットワークアセスメントを実施し、現在のネットワーク環境でボトルネックとなっている箇所を特定する。(市内学校ネットワーク構成はすべて一緒のため、１校のみネットワークアセスメントを実施。令和７年度中にネットワーク速度調査を実施。(令和７年12月に完了)
(２)ネットワークアセスメント、ネットワーク速度調査を踏まえた改善スケジュール
　ネットワークアセスメント、ネットワーク速度調査の結果を踏まえ、特定された課題について対策(通信契約の見直しや使用する周波数帯の変更(2.4G帯から５G帯への使用変更))を令和８年度中に実施し、ネットワーク速度が確保できている学校の割合100％となるように課題の解決に努める。
　ネットワーク速度を確保できている学校のうち、一部の学校では時間帯や日によってネットワーク速度が遅くなることがあるため、上記の改善策のうち、通信契約の見直しについては全小中学校で実施する。
令和９年度以降も各小中学校の十分なネットワーク速度の確保するた
めにインターネット環境の見直しや設備更新を計画的に実施していく。



